
 

裁    決    書 

 

審査請求人  ●●●●●●●●●●●●●  

●●●●●●●●●●● 

●● ●● 

     同 代 理 人  ●●●●●●●●●●●●●● 

            ●●●●●●●●●●●● 

            ●● ●● 

処 分 庁  仙台市宮城野福祉事務所長 

 

 

 審査請求人●●●●（以下「請求人」という。）が令和３年８月２日付けで提起した処分庁仙台市宮

城野福祉事務所長（以下「処分庁」という。）による生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下

「法」という。）の規定による保護変更申請却下決定処分に係る審査請求について、次のとおり裁決

する。 

 

主      文 

 処分庁が令和●年●月●日付けＲ●宮保護第●●●号で請求人に対してした法の規定による保護変

更申請却下決定処分は、これを取り消す。 

 

第１ 事案の概要 

１ 請求人及び請求人の母（以下「母」という。）は、令和●年●月●日に処分庁を訪問し、請求人

が困窮状態にあり数日前から母宅で生活していることから、何らかの形で支援を受けることがで

きないか、また、請求人は母宅からの早期の転居を希望しているため、転居に際し敷金等の支給

をしてほしい旨を相談した。 

  これに対し、処分庁は、現在、請求人が困窮状態であり、母宅で生活しているのであれば、生

活保護（以下「保護」という。）を受給している母世帯への世帯転入として、請求人が保護を申請

することが可能である旨及び母世帯からの転出による敷金の支給については、処分庁で検討が必

要である旨を伝えた。 

２ 請求人は、令和●年●月●日に、母世帯への転入として保護申請を行った。また、請求人は、

希望する転居先物件の入居者募集情報及び同物件に係る契約時諸費用明細書兼請求書（以下「見

積書」という。）を処分庁に提出した。 

３ 処分庁は、令和●年●月●日に、請求人の保護開始決定に当たり、母宅へ訪問し生活状況調査

を行った。請求人からは、母宅からの転居を希望していると改めて相談がなされた。 

  転居を希望する理由としては、申請に至るまで同居していたパートナーが近隣に住んでおり、

母宅との距離が近いことから、身の危険を感じているためとのことであった。一方で、被害届の

受理等、請求人が犯罪の被害者であることを証明する資料は確認できず、「生活保護法による保護

の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以

下「課長通知」という。）第７の問３０に対する答１８「犯罪等により被害を受け、又は同一世帯

に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必



 

要がある場合」に該当すると考えられないため、敷金等の転居に関する費用の援助は難しい旨を

伝えた。 

４ 処分庁は、令和●年●月●日に、請求人が預貯金を費消し収入もなく、生活困窮状態にあるこ

とから、請求人に対し、母世帯への世帯転入として令和●年●月●日付けで保護開始決定を行っ

た。 

５ 処分庁は、令和●年●月●日に、代理人弁護士名義による令和●年●月●日付け「意見書」を

受け取った。意見書の趣旨は、請求人の状況は、課長通知問第７の問３０に対する答１３「住宅

が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」に該当するた

め、転居に際し敷金等を支給すべきである、というものであった。 

６ 処分庁は、令和●年●月●日に、ケース診断会議を行い、請求人の状況は課長通知で定める要

件に該当しないとの結論に至った。 

７ 処分庁は、令和●年●月●日に、請求人に架電し、請求人の状況は、敷金等の支給要件に該当

しない旨を伝えた。その際、処分庁から請求人に対し、どうしても母宅から転居する必要がある

のか尋ねると、請求人は、「●月●日の訪問時は、母がいたので話すことができなかったが、本音

は、母との生活が精神的に辛いので引っ越したい」と話した。処分庁は、請求人に対し、自費で

転居する場合は、実施機関が介入しない旨を伝え、初期費用のかからない物件や、保証人不要の

物件を探してみるよう助言した。 

８ 処分庁は、令和●年●月●日に、代理人弁護士に対し、処分庁の担当者名で同日付け文書「意

見書について」を送付し、５の意見書に対する処分庁での検討結果について告知した。 

９ 処分庁は、令和●年●月●日に、代理人弁護士より送付された同月●日付け「通知書」を受け

取った。通知書の趣旨は、請求人が見積書を処分庁に提出したこと及び５の意見書を提出したこ

とは保護の変更申請に当たるため、申請に対する処分を処分庁名義の文書で行うことを要請する、

というものであった。 

10 処分庁は、令和●年●月●日に、代理人弁護士に対し、処分庁の担当者名で同日付け文書「要

保護者（●●●●）からの見積書（写）の提出について」を送付し、令和●年●月●日付けで提

出された見積書は、担当員が世帯の状況を把握するための参考資料として受け取ったものである

から、保護の変更申請には当たらない旨を回答した。 

11 代理人弁護士は、令和●年●月●日に、●●●●●●●●●●●●●●●●に対し、保護の変

更申請には当たらないとする10の処分庁の認識は、法第２４条が口頭での申請を認めていること

を無視するもので申請権の侵害に当たることから改善を求める旨の「申入書」を提出した。処分

庁は、令和●年●月●日に、●●●●●●●●●●●●●●●より、当該申入書について報告を

受けた。 

12 処分庁は、令和●年●月●日に、請求人に対し、敷金等の扶助の条件に該当しないことを改め

て伝え、母宅に留まり仕事を探し、転居費用を貯金することや、社員寮のある就職先を探すこと、

また職業訓練校への通学等を提案した。請求人が、なおも母宅からの転居を希望していると話し

たため、７と同様の助言を行った。 

13 仙台市健康福祉局保護自立支援課長は、11の申入れを受けて、令和●年●月●日に、各●●●

保護担当課長に対し、「口頭による生活保護変更申請の取扱いについて」を通知した。 

14 請求人は、令和●年●月●日に、不動産管理会社代表とともに処分庁を訪問し、保護申請時に

転居を希望していた物件について、敷金に該当する費用を分割払いとすることは可能か相談した。 



 

15 処分庁は、令和●年●月●日に、ケース診断会議を実施し、請求人より相談がなされた敷金の

分割払いについて検討を行った。その結果、処分庁は転居を容認していないため、世帯を転出す

る場合は転出日をもって保護廃止とし、転居先の住所、居住形態、契約内容等について処分庁が

介入するものではないとの結論に至った。 

16 処分庁は、令和●年●月●日に、請求人に対し、上記ケース診断会議の結果を伝えた。また、

請求人は、保護申請時に転居を希望していたとして、令和●年●月●日付けで転居先の敷金等の

支給について保護変更申請を行った。      

17 処分庁は、令和●年●月●日付けＲ●宮保護第●●●号により、請求人に対し保護変更申請却

下決定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

18 令和●年●月●日に請求人が自費転居したため、処分庁は、同日付けで転出による保護廃止決

定処分を行った。 

19 請求人は、本件処分を不服として、令和３年８月２日付けで宮城県知事に対し、本件処分の取

消しを求める審査請求を行った。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

請求人は、おおむね以下の理由により本件処分は違法・無効であるとして、その取消しを求め 

  ている。 

課長通知第７の問３０「転居に際し、敷金等を必要とする場合」に対する答１３では、「住宅が

確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」には敷金等を支

給することができるとされている。居所を失って母宅に身を寄せたという請求人の置かれた状況

は、まさに「一時的に寄宿していた者」に該当している。世帯の同一性を判断するに当たっては

おおむね６か月を超える程度の同居に至っているか否かが重要であるとする文献（森川清（２０

１４）「改正生活保護法－新版・権利としての生活保護法」６７―６８）もあることからすれば、

請求人は身を寄せたばかりであり「一時的」と判断できる時期であることから、請求人の申請を

受けて、敷金等を支給すべきである。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、おおむね以下の理由により本件処分は適法かつ正当である旨主張している。 

（１）請求人が母世帯への世帯転入として保護の申請を行ったことで、両者は同居継続の意思を示

したものと考えられる。よって、請求人は課長通知第７の問３０に対する答１３にいう「住宅

が確保できない」状態にあるとはいえない。 

（２）課長通知第７の問３０に対する答１３にいう「親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた」は

世帯転入を意味するものではない。請求人は、平成２８年１月８日付けで世帯転出するまで生

活していた出身世帯に戻ったのであり、この状況は社会通念上「寄宿」に該当しない。 

第３ 理由 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）法第１０条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、こ

れによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と規定している。 

（２）法第１４条は、「住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対し

て、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 



 

 一 住居 

 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの」 

と規定している。 

（３）「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会

局長通知）第７の４の（１）のカは、「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オ

に定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要とする住居に転居するときは、オに定める特別基

準額に３を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必要な額を認定

して差しつかえないこと。ただし、近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することをも

って足りる者については、この限りでない。」としている。 

（４）課長通知問（第７の３０）の答は、転居に際し、敷金等を必要とする場合について、「次のい

ずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られるものである。 

   １から１２ （略） 

   １３ 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合 

   １４から１７ （略） 

   １８ 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安

全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合」 

としている。 

２ 本件処分の検討について 

   被保護者に敷金等の転居費用を住宅扶助として支給することができるのは、１の（３）、（４）

のとおり、課長通知問（第７の３０）答各号に列挙された要件に該当する場合に限られるとされ

ている。 

 これを本件についてみると、請求人は、他に行く場所がなく、やむを得ず母宅に転入したもの

であり、このような請求人の置かれた状況は支給要件に定める「住宅が確保できないため、親戚、

知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合」に該当すると主張している。この主張につ

いては、請求人は母宅へ転入して間もなくの処分庁への最初の相談時から早期の転居希望を伝え

ていたこと及び具体的な転居先を探して同物件に係る見積書を処分庁に提出していることからも、

継続的に生計を一にして同居することを前提に母宅へ転入したわけではないことが推認できるも

のであり、母宅への転入を一時的な寄宿と判断する余地もあるものと考えられる。 

一方において、処分庁は、請求人が母世帯への世帯転入として保護の申請を行ったことで、両

者は同居継続の意思を示したものと考えられ、請求人は「住宅が確保できない」状態にあるとは

いえないこと、及び親世帯への転入は、社会通念上「一時的な寄宿」に該当しないことから、支

給要件に該当しないため本件処分を行ったと主張している。しかしながら、処分庁の助言に従い

世帯転入による保護申請を行ったことをもって同居継続の意思を示したものとする処分庁の判断

の根拠は明らかではなく、転入等の経緯からみても、請求人が継続的な同居の意思を有していた

と考えることは困難である。また、親世帯への転入であっても、実態面をみれば一時的な寄宿と

判断する余地もあることは前記のとおりである。 

以上のことから、請求人に対する敷金等の支給要件の該当性に係る処分庁の判断は合理性を欠

くものであり、請求人の母宅への転入の事情を一切考慮せずに行った本件処分は違法又は不当な

ものと言わざるを得ない。 

 



 

第４ 結論 

     以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法（平成２６年法律第 

６８号）第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

 

令和５年５月３１日 

 

 

宮城県知事 村 井 嘉 浩 

  

 

 

 

 

 

 


